
【参照条文】

○ 自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）（抄）

（自衛官の定年及び定年による退職の特例）

第四十五条 自衛官（陸士長等、海士長等、空士長等及び第三十六条の二各項の規

定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同

じ。）は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。

２ （略）

３ 防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の

遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規

定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては、一年以内の期間を限り、そ

の他の場合にあつては六月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引

き続いて自衛官として勤務させることができる。

４ 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事

由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間

を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の

末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることが

できない。

（自衛官への定年退職者等の再任用）
第四十五条の二 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項
若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づ
く選考により、一年（任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合
にあつては、三年）を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防
衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて
採用することができる。
２～４ （略）
（採用等）
第六十七条 予備自衛官の採用は、第三十五条の規定にかかわらず、自衛官であつ
た者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づ
き、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
２ （略）
３ 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前二項の規定により任用された予備自衛

官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するもの

とする。

○ 自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）（抄）

（予備自衛官及び即応予備自衛官の採用）

第三十二条 予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたと

きの人事評価（法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条にお

いて同じ。）の結果又はその他の能力の実証（その者が予備自衛官又は即応予備

自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事

評価の結果又はその他の能力の実証を含む。）に基づく選考による。ただし、防

衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

（年齢の制限）



第三十三条 予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
一 陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十
八歳以上五十五歳未満
二 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつて
は、当該階級について自衛隊法施行令（昭和二十九年政令第百七十九号。以下
「令」という。）別表第九に定める年齢に二年を加えた年齢に満たないもの

２ （略）
（階級の指定）

第三十四条 任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、
その者が自衛官を退職する時に有していた階級（その者が予備自衛官又は即応予
備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指
定されていた階級をいう。以下この条において同じ。）又は当該階級に対応する
階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が
自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の
定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を
退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定
することができる。
２ 任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海

士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防

衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、

三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することが

できる。


